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はじめに 

　新型コロナウイルス（後に，変異株＝デル

タ株，オミクロン株，BA．5）への感染拡

大予防策として，政府は「緊急事態宣言」と

「まん延防止等重点措置」を新設し，事業者

に対し繰り返し発出してきた。「緊急事態宣

言」，「まん延防止等重点措置」とも，その命

令を拒否（違反）すれば，事業者は行政罰（過

料，それぞれ30万円以下，20万円以下）を科

せられた（注1）。協力した事業者には支援（協力）

金（注2）が支払われた。

　ルールや制度を犯すと通常，「罰」を科し

て従わせようとするが，この過料（「罰」）は

感染拡大を予防するインセンティブ（意欲刺

激）として適切な手段だったのか。「罰」を

与えるだけでは人間の行動を変容させること

はできない。個々の人間の行動を社会の目的

に適うよう変容させるには，「褒
ほ う び

美」という

インセンティブを付与することも有用であ

る。「褒美」には人間の気持ちを良くするドー

パミン効果（注3）がある。人間は，叱られるよ

りも褒められると嬉しい。

　なお，支援（協力）金はここでいう「褒美」

キーワード : コロナウイルス感染予防対策，「罰」と「褒美」，インセンティブ，政府の失敗。
Key words : New Coronavirus infection Prevention Measures; incentives of punishment and 

reward
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ではない。休業・営業時間の短縮を強いられ

たことにともなう減益の一部保証金にしか過

ぎない。また自治体が実地確認した上で認証

した新型コロナ対策適正店認証制度も褒美の

一つと考えられるが，本稿では金銭的な褒美

の効果を考察する。

　政府の目的は感染拡大を終息させることで

あった。単なる（義務のともなわない）要請

では，事業者の行動を変容させることはでき

ない。なぜなら，感染拡大予防策には公共財

の性質（非排除性と非競合性）があり，自ず

とフリーライドの問題を発生しがちであるか

らだ。フリーライド問題は外部効果としても

説明できる。このフリーライド問題を解消す

る政策手段として「罰」と「褒美」の付与を

考えてみる。

　本稿は，最初に既存の公共財の最適供給

モデル，外部不経済の内部化モデルを使っ

て，社会的に望ましい感染水準を求めてみる。

「罰」と「褒美」というインセンティブの効

果を知るもう一つの分析手段はゲーム論であ

る。簡単なゲーム論を使って，この「罰」と

「褒美」というインセンティブを事業者たち

にどのように付与すれば，感染拡大を抑止す

る協力が得られるのか，を考察する。その結

果，政府にとっての望ましい「罰」と「褒美」

のインセンティブ設計は，次にようになる。

　事業者たちが予防策において，互いに「協

力しない」ときの期待利得が小さくなるよう

なインセンティブ（「罰」）を与えること。罰

として「協力しない」ときの利得をすべて没

収すると，「協力する」確率は高くなる。そ

の背後において，感染者数は減る。さらに「協

力する」事業者には「褒美」を与え，同時に

「協力しない」事業者には「罰」を科すよう

インセンティブを与えることである。没収し

た利得（「罰」）は「協力した」事業者へ与え

る（「褒美」）というアナウンスをするだけで

も「協力する」確率を高めることができる。

　ただし，こうしたインセンティブが首尾よ

く機能するには，政府自身への国民からの「信

頼」が欠かせないことは言うまでもない。国

民から厳しいモニタリングを受けている状態

では，インセンティブも機能しないし，協力

してもらえない。いつまで経っても感染は終

息しないということである。我が国において

感染者が確認されてからの政府の対応を見て

いると，コロナ禍の収束は政府の政策（知恵，

対応）によるよりもむしろ国民の自助努力の

賜物と言いたい気持ちが強くなる。それだけ

政府の行動・意思決定はお粗末すぎたという

ことである。

　 1 章では，経済学はインセンティブを学ぶ

学問であることを説明する。 2 章では，感染

対策を公共財として説明し，そこで発生する

フリーライド問題を外部効果として説明し，

社会的に望ましい感染レベルのあることを示

す。最後にゲーム論を使って，「罰」と「褒美」

は感染予防対策に「協力する」というインセ

ンティブになりうることを説明する。最後に，

本稿の結論をまとめ，残された課題を提示す

る。

１章．経済学とインセンティブ

　経済学を学ぶ上で，理解すべき最も大切な

ことは何か。それは，人間は幸福になろう，

なりたいという気持ちを持って行動してい

る，生きていることである。では，そのため

にはどんなインセンティブがあって，それを

どう受け留めたり，あるいはどう付与すれば

いいのだろうか。経済学は，このインセンティ

ブを設計することに興味・関心がある。

　主流（新古典）派の経済理論では，経済主

体（家計，企業）は市場価格の変化をインセ

ンティブ（意欲刺激）として，その変化に合

理的かつ効率的に対応し効用や利潤を最大化

し，幸福感を得ている，と説明する。しかし，

生身の人間は幸福になるために多様なインセ

ンティブに対応している。
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　インセンティブを与える側はより適切なイ

ンセンティブを設計しないと，最悪の場合，

その意図とは逆のこと（弊害）が発生しがち

である。一例として，自由な労働市場へ政府

が介入する「最低賃金法（率）」（価格支持政

策）の効果をみてみる。

　自由な労働市場への（制度としての）最低

賃金法の導入は，労働需要が増えない限り，

失業（労働の超過供給）を発生させる（注4）。

　①法が導入されなければ，たとえ均衡賃金

率は低いとしても，完全雇用は達成されてい

る。②法を導入すれば，失業者はいるが一部

の労働者は高い賃金率を保障される。

　さて，この社会にとって①と②のどちらが

より望ましいのだろうか。②の場合は政府の

介入によって所得格差が拡大しうる状況であ

る。「政府の（意思決定の）失敗」と揶揄さ

れそうである。多くの人間は①をより望むか

もしれない。それは失業者のいる不安定な（経

済格差の大きい）社会よりも各人が受け取る

賃金率が低くても，働きたい・働く意欲のあ

る者はすべて雇用されている社会の方が安定

しているからである。人間はより安定した社

会において豊かな幸福感を得るからである。

この考え方に基づけば，自由な労働市場への

政府介入は果たして正当化されうるのか，と

いう素朴な疑問が生じる。

　こうした知見は「解雇権乱用の法理」や「借

家人の権利重視」という一見，弱い立場の人

間を守るルール・制度にも当てはまる。

　経済学は必ずしも幸福ではないという人間

の意思決定の仕組みを調べた上で，幸福にな

れるにはどんなインセンティブを設計し付与

すれば良いのかを教えてくれる。同じことは

人間で構成される組織や社会全体にも当ては

まる。経済学はこのインセンティブの設計を

学ぶ学問である，と言っても過言ではない。

社会全体を問題とするとき，インセンティブ

は前述のようにルールや制度を設計すること

になる。

　しかし，インセンティブの設計を難しくさ

せるものがある。その大きな要因は入手でき

る情報量とその質が完全ではない，というこ

とである。すべての人間の価値観，嗜好，企

業の生産技術の条件などの情報が完全に解

かっていれば，どのようなルールや制度を設

計すれば社会全体にとって望ましい成果（社

会全体が幸福になる）が得られるのか，とい

う計算もしやすい。がこうした情報が不完全

である限り，社会全体の幸福感を高めること

はできない。その時代によって，社会が望ん

でいる価値観も変わる。公平性を重視してい

るのか，効率性を重視しているのか，によっ

ても矛盾が生じる。こうした矛盾を限りなく

小さくする方策を考えることも経済学の役割

である。結局，社会の構成員が何を重視して

いるのかを明らかにして，その下で望ましい

社会の仕組みを作るインセンティブを設計す

ることになる。ただし，より重要なことはイ

ンセンティブを設計する主体はそれを受ける

主体から「信頼されている」ということであ

る。

２章．「罰」と「褒美」のインセンティブ

2.1.　公共財としての感染対策

　最初に予防接種を受けることのメリットを

考える。メリットは 3 つある。一つ目は，自

分を守ることである。二つ目は，感染した後

の後遺症（臭覚や味覚障害，脱毛など）を和

らげてくれることである。三つ目は，みんな

で社会を守ることである。接種によって多く

の人に集団免疫ができれば，接種年齢に達し

ない子供や，基礎疾患のためにワクチンを打

てない人たちを守ることになる。この三つ目

のメリットは公共財の性質を持っている。

　ただし，予防接種を打たせるには明らかに

予防効果があること，接種時点のみならず経

年後もその副反応や副作用というデメリット

が現出しないという大前提が必要である。
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　新型コロナウイルスに限らず，いわゆる感

染症への政府の対策は公共財の性質（非排除

性と非競合性）を有している。例えば，空港

での出入国（＝水際）時における感染予防策

を考えてみる。国の予防策からは誰も排除さ

れない。みんながメリットを受ける（非排除

性）。誰かが，このメリットを受けても他の

誰かが受けるメリットは減らない（非競合

性）。そのため感染予防対策に関わる費用の

負担をめぐりフリーライドの問題が生じやす

い。例えば，周りのみんながマスクをしてい

る（飛沫は飛ばない）ので自分はしなくても

安全だ，と言ってマスクの購入費用を節約す

ること。その結果，社会的にみて望ましい感

染レベルを下回る対策しかとれないことがあ

る。この点を説明する。

　最初に，感染対策への限界便益（評価＝効

用）曲線を説明する。図１は感染対策とそれ

から受ける便益との関係を表現している。総

便益曲線は原点からはじまり上に凸な二次関

数として描ける。感染対策が充実するほど便

益（評価）も高くなるが，その増え方であ

る（「傾き」）限界便益は逓減することを示し

ている。二次関数の頂点よりも右側では総便

益は減少している（限界便益はマイナスにな

る）。これは対策が過度になり（例えば，ロッ

クダウン＝都市封鎖）不便を強いられている

状況をイメージすればよい。社会的に望まし

い感染対策水準（x*）に対して，各人の限界

便益曲線の位置（高さ）は異なる。

　両隣にラーメン店とソバ屋が営業している

地域を考える（ラーメンとソバは代替財であ

る）。図 2 の横軸 x *は政府が考えている望ま

しい対策レベルとする。 x *に対するラーメ

ン店とソバ屋の評価は縦軸で測る。このケー

スはラーメン店がソバ屋よりも低く評価して

いる。ラーメン店は十分な対策をとりたくな

いということである。この x *を達成すると

きの社会的限界費用曲線がE点を通れば，問

題は生じない。ところが，感染対策を低く評

価しているラーメン店はこの費用を負担した

くない。高く評価しているソバ屋に負担さ

        便益
   （評価＝効用） 総便益（評価＝効用）曲線

0       x
* 感染対策

       限界評価

0       x
* 感染対策

図 1．感染対策からの限界便益（評価）曲線
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せたいと考えれば（フリーライド），費用が

足りず社会的限界費用曲線はより原点側を

通る。そのため x *よりも少ない対策レベル

（ x 0）しかできなくなる。このように感染対

策への評価が違い，その費用負担を嫌うとき，

この地域では感染拡大を抑止できない可能性

がある。そこで，抑止するよう「協力」して

もらう政策として「罰」や「褒美」というイ

ンセンティブを付与することが考えられる。

2.2.　外部効果としての感染対策

　競争市場を考える。ここでも両隣にラーメ

ン店とソバ屋が営業している地域を考える。

　ラーメン店（添え字Ｒ）はラーメンX（財）

を生産し，ソバ屋（添え字Ｓ）はソバY（財）

を生産する。

　ソバ屋は店内のみならず店の入り口にアル

コール消毒液を設置し，完璧な感染予防対策

（例えば，店内の除菌，座席間・机の前のア

限界便益
（ＶＲ）

（1）ラーメン店

限界便益（評価）曲線；ＶＲ

0       x
*

感染対策

限界便益
（ＶＳ）

（2）ソバ屋

限界便益（評価）曲線；ＶＳ

0       x
*

感染対策

限界便益
（Ｖ＝ＶＲ

＋ＶＳ）
（3）地域

社会的限界費用
      EE

社会的限界便益（評価）曲線；Ｖ

0 x
0

 x
*

感染対策

図 2．公共財としての感染対策
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クリル板の設置， 3 蜜の回避，手洗い・うが

い・マスクの着用など）をとっている。この

対策は地域への正の外部効果として発揮され

る。一方，ラーメン店は予防策をとらず，ソ

バ屋の費用負担にフリーライドしているもの

とする。Xはラーメンの生産量であるととも

に客数でもあり，これが増えると感染拡大の

リスクも高くなる。それに対処するソバ屋の

予防費用も増える。つまり，ソバ屋の費用は

Xの増加関数となる。

　総費用関数は以下のように定義する。

　 [CRはラーメン店の総費

用，Xはラーメンの生産

量とする。]

　 [CSはソバ屋の総費用，

Yはソバの生産量とす

る。変数Xはラーメン店

から外部不経済を受けて

いることを示す。]

　ここでは，X財の市場価格は40，Y財の価

格は70とする。

　各店の利潤関数は，

となる。

　利潤を最大化するときの生産量を求める。

　このときの利潤を求める。

　次に，この地域全体にとって望ましいXと

Yの値を求める。とくに，望ましいXの値は

地域全体が許容する感染レベルとなる。

　地域全体とは，しっかり感染予防対策を

とっているソバ屋がラーメン店を買収（合併）

し，従来どおりの営業を続けるケースである。

あるいは共同利潤（π）を最大化するケース

である。

　この 2 つの連立方程式を解く。

　このときの利潤は，

　となる。

　個別に利潤を最大化するときよりも状況は

改善する。なぜなら感染対策をとっているソ

バ屋の生産量（Y＝ 8 →16）と利潤（πs＝

128→512）は大きく増えるが，ラーメン店の

それらは（X＝19→ 3 ，πR＝361→105）減

るからである。この結論は，社会的にみてソ

バ屋がラーメン店を買収することが望ましい

選択であることを示唆している。

　しかし，ソバ屋が外部不経済を出している

ラーメン店を買収するというのも現実的では

ない。そこで，第三者である政府がラーメン

店に「褒美」や「罰」を与えて感染を抑制す

ることになる。つまり，この外部不経済の（市

場への）内部化を考える。
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　最初に，政府は（感染拡大を抑制するため

の）行政指導の一環としてラーメン店に生産

量を削減（入店客数を制限）させるケースを

考える。その手段として，X財を 1 単位減ら

すたびに，その損失を s(＝subsidy) だけ補

填するとしよう。ここでは，その補填額を決

める。実損害額だけ支援（協力）金を支払う

ケースである。なお，この支援金は「褒美」

ではない。あくまでも損失の一部を補填する

保証金である。

　損失補填後の生産量をX 1，補填前の利潤

を最大にする生産量をX *0(＝19)とすると

き，この地域全体にとって望ましい（共同利

潤を最大化したときの）生産量（X＝ 3 ）を

達成するときの， s の値を求める。

　政府はX財 1 単位あたり，この金額を支援

（協力）金として給付すればよい。ただし，

この説明において，損失を補填する主体は政

府でなくてもよい。例えば，フリーライドさ

れているソバ屋が補填しても同じ結論になる

（「コースの定理」が当てはまる）。

　感染を抑制するには，ラーメン店に「罰」

（従量税＝ピグー税のこと）を科すこともで

きる。ラーメン店に生産量を削減（入店客数

を制限）させる手段として，X財を 1 単位増

やせば t(＝tax) だけ「罰」（法律では過料＝

行政罰）を科す。

　この地域全体にとって望ましい（共同利潤

を最大化したときの）生産量（X＝ 3 ）を達

成するには，X財 1 単位あたり，t＝32と設

定すればよい。

　このように望ましい損失補填額や過料を決

めることはできるが，望ましい感染レベルは

残ったままである。完全に感染をなくすには，

ラーメン店を市場から排除するしかない。し

かし，自己責任で運営されている市場経済で

はそのような強権的な政策は選ばれない。

2.3.　ゲーム論による感染対策

　ゲームのプレイヤーを政府と事業者として

構成することもできるが，ここでは事業者た

ちが感染予防策（例えば，店内の除菌，座席

間・机の前のアクリル板の設置， 3 蜜の回避，

手洗い・うがい・マスクの着用など）におい

て「協力する」と「協力しない」というゲー

ムをする状況を考える。感染拡大の元凶であ

るかのように扱われた飲食店をイメージすれ

ばよい。事業者たちが互いに協力すれば，感

染者数は減る。

　プレイヤーを監視する政府の目的は，事業

者たちに「罰」と「褒美」というインセンティ

ブを与え，彼らに感染予防への協力を促し，

感染者数を減らすことである。そうした監視

役をする政府はもちろん事業者たちから「信

頼」されているものとする。これが大前提で

ある。

　以下の仮定のもとで，ゲームをする。ここ

では単純な数値例を使う。

　ゲームのプレイヤーである事業者は 2 人と

する。ここでも両隣にラーメン店とソバ屋が

営業している地域を考える。ラーメン店とソ

バ屋はライバル関係にあり，互いに信頼関係

はなく，獲得できる「利得」のみをインセン

ティブとしてゲームをおこなう。感染予防策

において，「協力する」と「協力しない」と

いうゲームをおこなう。このゲームは毎回，

1 回限り実施する。



― 200 ―

北　星　論　集（社） 第 60 号

　表 1 （基本型）は初期の利得表である。政

府は口頭でのみ，感染予防策の徹底を要請す

る。文字通り，この要請は義務ではない，従

わせるための強制力はない。

　表内の数値は（ラーメン店の利得，ソバ屋

の利得）である。互いに（協力しない・協力

しない）ときは感染者数が増え，その裏で来

客数が減り，利得は減る（10，10）。互いに

（協力する・協力する）ときは，（12，12）の

利得を得る。

　相手が「協力する」とき（感染予防策＝費

用を支弁するとき），自分は「協力しない」（フ

リーライドする）と相手よりも利得を多く得

る｛（14，9）と（9，14）｝。

　表 1 では，（協力しない・協力しない）で

ナッシュ均衡となっている。これは囚人のジ

レンマが発生している状況である。協力し

合えば，（12，12）の利得が入手できたはず

であるが，どちらの事業者とも相手の感染予

防策にフリーライドしたが故に，最悪の利得

（10，10）になってしまっている。フリーラ

イドは感染者数を増やし，来客数を減らし，

結果として利得も減らしてしまうことがわか

る。

　表 2 と表 1 との違いは（協力しない・協

力しない）ときの利得の値｛（8，8）と（10，

10）｝のみである。このケースは（14，9）と

（9，14）でナッシュ均衡となる。

　事業者は互いに協力する（12，12）ときと，

互いに協力しないときの利得｛（8，8）と（10，

10）｝を比べる。

　互いに協力するときの利得（12，12）との

差が大きい場合，互いに協力しない行為は大

変リスキーなものになる。逆に，あまり差が

ないときは協力しなくても，それほど大きな

損失を被らない。これを比べると，表 1 の

ほうが差は小さい 2（＝12－10）。表 2 では，

4 （＝12－ 8 ）。よって，表 1 の利得が期待

できるとき，（協力しない，協力しない）と

いう動機が強くなる。

　話は，これで終わらない。表 2 はいわゆ

るチキンゲーム（注5）になっている。これは 2

つのナッシュ均衡｛（14，9）と（9，14）｝に

おいて，一方のプレイヤーにとって利得の順

番が次のようになっている状態である。

　（協力しない・する）＞（協力する・する）

＞（協力する・しない）＞（協力しない・し

ない）。

　例えば，プレイヤー Aの場合，14＞12＞

9 ＞ 8 となる。

　このときはラーメン店もソバ屋も引くに引

けない状況となっている。政府という第三者

の説得や，あるいはルール・制度の適用が必

要になる。以下では，「罰」と「褒美」によ

る政府介入を考える。

　表 2 は，（協力しない・協力しない）とき

に「罰」（利得を 2 だけ没収した）を科したケー

スにもなっている。ここからは混合戦略の

ナッシュ均衡を求めるときの「協力する」と

「協力しない」の確率を計算し，その値を比

べる（算出方法は補論 1 を参照）。「協力する」

と「協力しない」の確率を求めると，ラーメ

ン店とソバ屋ともに「協力しない」確率が「協

力する」確率を上回る。これは単に「罰」を

科すだけでは「協力（する）」を得られない

ことを示唆している。

　表 3 は，（協力しない，協力しない）とき

「罰」（利得を 2 だけ没収した）を科されるが，

相手が「協力する」とき，互いに「協力しない」

と利得｛（20，9）と（9，20）｝を増やせるケー

スである。このときの「協力する」と「協力

しない」の確率を求めると，ラーメン店とソ

バ屋ともに「協力しない」確率が「協力する」

確率を大きく上回る。たとえ「罰」を科され

ても，それを上回る利得があれば，「協力し

ない」ということである。この結論は，過料

を払ってでも稼ぎたい，店を維持したいであ

ろう事業者の心境を表現している（注6）。ある

いは実際にも観察できたように事業者たちは

〝背に腹代えられない〟状況にあると言って
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表1 基本型

ソバ屋

協力する 協力しない

ラーメン店
　　　 協力する （12，12） （  9，14）

　　　 協力しない （14，　9） （10，10）

注。言葉だけで協力を要請するケース。数値は（ラーメン店の利得，ソバ屋の利得）である。

表２ 「協力する・しない」の確率

ソバ屋
ラーメン店

協力する 1 / 3＝0.3

（q）協力する（1 - q）協力しない しない 2 / 3＝0.6

ラーメン店
　  （p）協力する （12，12） （9，14）

ソバ屋
協力する 1 / 3＝0.3

（1 - p）協力しない （14，　9） （8，　8） しない 2 / 3＝0.6

注。（協力しない・協力しない）と利得は２だけ罰を科す（没収する)。

表３ 「協力する・しない」の確率

ソバ屋
ラーメン店

協力する 1 / 9＝0.1

（q）協力する（1 - q）協力しない しない 8 / 9＝0.8

ラーメン店
　  （p）協力する （12，12） （9，20）

ソバ屋
協力する 1 / 9＝0.1

（1 - p）協力しない （20，　9） （8，　8） しない 8 / 9＝0.8

注。（協力しない・協力しない）と利得は２だけ罰を科す（没収する)。

　　互いに「協力しない」と利得は6だけ増える。

表４ 「協力する・しない」の確率

ソバ屋
ラーメン店

協力する 9 / 11＝0.8

（q）協力する（1 - q）協力しない しない 2 / 11＝0.1

ラーメン店
　  （p）協力する （12，12） （9，14）

ソバ屋
協力する 9 / 11＝0.8

（1 - p）協力しない （14，　9） （0，　0） しない 2 / 11＝0.1

注。（協力しない・協力しない）と利得を全て没収する（罰を科す）。

表５ 「協力する・しない」の確率

ソバ屋
ラーメン店

協力する 1 / 2＝0.5

（q）協力する（1 - q）協力しない しない 1 / 2＝0.5

ラーメン店
　  （p）協力する （15，15） （  9，14）

ソバ屋
協力する 1 / 2＝0.5

（1 - p）協力しない （14，　9） （10，10） しない 1 / 2＝0.5

注。（協力する・協力する）とき利得を３だけ増やす（褒美を付与する）。

表６ 「協力する・しない」の確率

ソバ屋
ラーメン店

協力する 2 / 3＝0.6

（q）協力する（1 - q）協力しない しない 1 / 3＝0.3

ラーメン店
　  （p）協力する （12，12） （10，13）

ソバ屋
協力する 2 / 3＝0.6

（1 - p）協力しない （13，10） （  8，　8） しない 1 / 3＝0.3

注。協力しない者から１だけ没収し（罰），協力した相手に褒美として渡す。

　（協力しない・協力しない）と２だけ没収する（罰を科す）。
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もよい。

　表 4 は，表 1 の「協力しない」と「協力

しない」の利得をゼロにしたものである。つ

まり，ともに協力しなければ，利得をすべて

没収する（「罰」を科す）ケースである。もっ

とも厳しい政府介入（インセンティブ）であ

る。これまでの結果とは一転して，ラーメン

店とソバ屋ともに「協力する」という確率が

高くなる。これは厳罰だけは避けたいという

事業者の心境を示唆している。なお，利得ゼ

ロは感染者数が爆発的に急増して，客足が途

絶えてしまった状態と，理解することもでき

る。

　表 2 ，表 3 と表 4 から解かること。

　①各事業者（ラーメン店とソバ屋）は相手

が「協力する」とき，自分が「協力しない

（裏切る）」と利得が大きくなるのであれば

（14→20），「協力しない」確率は高くなる。

　②逆に，互いに「協力しない」ときの利得

を 0 （ 8 → 0 ）にすると，「協力する」確率

は高くなる。

　よって，互いに「協力しない」ときの期待

利得が小さくなるようなインセンティブを与

えることが望ましい政策となる。

　「罰」と「褒美」を与えるタイミングは協

力しないときに「罰」を与え，協力するとき

に「褒美」を与えることになる。

　表 5 は，表 1 の（協力する・協力する）

の利得を 3 だけ増やした（15，15）ケースで

ある。ラーメン店とソバ屋の「協力する」と「協

力しない」の確率はともに 5 割となる。表

2 の「罰」を与えるケースよりも「協力する」

確率は上がり，「協力しない」確率は下がる。

表 5 より，（協力しない・協力しない）から

没収した利得を（協力する・協力する）へ「褒

美」として加算していくと，自ずと（協力する・

協力する）（ナッシュ均衡）へのインセンティ

ブは強くなることが分かる。

　最後の表 6 は，ラーメン店とソバ屋とも

に「協力しない」ときは両者に「罰」を科し，

利得を 2 だけ没収する（10－ 2 ＝ 8 ）。さら

に，ラーメン店はソバ屋が「協力する」とき

「協力しない」と 1 だけ「罰」（利得を 1 だけ

没収される。14－ 1 ＝13）を科される。他方，

ソバ屋は「褒美」として，その 1 （ 9 ＋ 1 ＝

10）をもらう。両店の立場を逆にしても同じ

関係が成り立つとする｛（13，10）と（10，

13）｝。このとき，ラーメン店とソバ屋の「協

力する」確率は高くなる。

　なぜ，「協力する」確率は高まったのか。

その理由。自分の損が直接，ライバルの得に

なることを嫌っているからである。つまり，

「罰（脅し）」をかけるのであれば，没収した

利得をライバルに与えるというアナウンスを

するだけでも「協力する」を促すインセンティ

ブになるということを示唆している。

　以上の説明より，政府にとっての望ましい

「罰」と「褒美」のインセンティブ設計は次

にようになる。

　事業者たちが互いに（協力しない・協力し

ない）ときの期待利得が小さくなるようなイ

ンセンティブを与えること。さらに「協力す

る」事業者には「褒美」を与え，「協力しな

い」事業者には同時に「罰」を科すようイン

センティブを与えることである。その際，「協

力しない」事業者から没収した利得をライバ

ルへ「褒美」として与えるだけでも「協力す

る」確率は高くなる。

おわりに

　こうした議論ができるには大前提として，

次のことが保証されなければならない。予防

接種を打たせるわけだから，明らかに予防効

果があること，接種時点のみならず経年後も

その副反応や副作用が現出しないという大前

提が必要である。

　ドーパミン効果からも知られているように

人間はいいことがあるとドーパミンを放出さ

せて，心地よい気分になれる。社会の構成員
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が互いに協力（我慢）すべきときに，社会規

範（道徳）やルール・制度を犯すと，「罰」

を科せられるだけでは，人間の行動を正しい

方向へと変容させられない。そこでは協力（我

慢）への代償として「褒美」を付与すること

も人間の行動を変容させるインセンティブと

なる。事実，一部で観察されたことであるが，

ウイルス感染予防策を徹底している飲食店に

はお墨付きとして自治体が『認証』を付与し

ていた。これが店頭に貼られていれば，客は

安心して入店できる。そうした光景は近隣の

事業者たちへ正の外部効果を発揮することも

予想できる。これは客にとっても店にとって

もメリットになる。本稿は，そんな側面を簡

単なゲーム論で説明してみた。

　もう一度，結論を記しておく。政府にとっ

ての望ましい「罰」と「褒美」のインセンティ

ブ設計は次にようになる。

　事業者たちが互いに（協力しない・協力し

ない）ときの期待利得が小さくなるようなイ

ンセンティブを与えること。さらに「協力す

る」事業者には「褒美」を与え，「協力しな

い」事業者には同時に「罰」を科すようイン

センティブを与えることである。その際，「協

力しない」事業者から没収した利得をライバ

ルへ「褒美」として与える，とアナウンスを

するだけでも「協力する」確率を高めること

ができる，ということである。

　感染予防対策は公共財の性質を持つこと，

また外部効果として説明すると，望ましい支

援（協力）金額，罰金と感染抑止レベルを求

めることもできた。

　最後に，残された課題を記す。

　ここで展開したゲームはごく単純な同時行

動ゲーム（同時進行ゲーム）と呼ばれる。ま

た 1 回限りのゲームであった。もちろん同じ

ゲームが複数回おこなわれれば，「罰」や「褒

美」がなくても事業者たちはともに信頼し協

力すれば，結果として感染者数が減り（コロ

ナウイルス禍の収束），客数が増え，互いの

利得が増えることに気づくであろう。これは

慣習法（道徳や倫理）が生成される過程とし

て説明できる。ただし，終息までに時間がか

かりすぎたり，「緊急事態宣言」が繰り返し

発令されると，事業者たちの協力する意欲も

削がれる。事実，そうした事例は幾つかあっ

た。

　また，ゲームの対象は事業者であったが，

対象を個人とするとき「罰」や「褒美」を与

えることは別の考察すべき問題をはらんでい

る。例えば，ワクチン接種を「義務化」する

などは本稿の関心の域を超えている。そうで

あれば，経済的なインセンティブ（電子ポイ

ントの付与など）の付与も接種率を上げる有

効な策となりうる。

　こうした点と関連して，さらに重要なこと

として，こうしたインセンティブが首尾よく

機能するためには，政府自身への国民からの

「信頼」が欠かせない。政府が国民からその

行動をモニタリングされている状況（失政を

揶揄）では，何事もうまくはいかない。では

政府が信頼を回復するには，どうすればいい

のか。それは意思決定における有能さ，誠実

さ，責任と情報の共有であろう。過去３（安倍，

菅，岩田）政権の感染対策，対応をみるかぎり，

いずれも十分だとは言えない。「政府の失敗」

のツケは国民を不幸にする。コロナ禍中の我

が国において，残念であったことは，最も「信

頼できない相手」は政治家だった，という印

象を拭えないことだ。

　政府の感染対策もさることながら，それを

国民に伝える「言葉の拙さ（言葉が貧相）」

も痛感させられた。政治家は説明よりも国民

を「納得させうる言葉」を発する努力をすべ

きであろう。

　そもそも新型コロナウイルスの起源はどこ

にあるのかも問うべき重要な課題である。そ

の一部は人間による生態系の破壊にある。ヒ

グマが人間の生活圏に出没する機会が増えた

理由と同じで，悪性のウイルスを持つ野性動
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物と人間が接触する機会が増えているのであ

る。その機会を作っているのは人間による森

林の伐採にある。新型コロナウイルスは人災

と呼んでもいい側面がある。では，人間はど

うすべきなのか。野生動物を駆除するのじゃ

なく，彼ら彼女らが棲みやすい環境を提供す

ることである。そう，人間も自然の中のちっ

ぽけな生き物にすぎないことを改めて認識し

直すことであろう。

脚注。
1 ．一部では命令に従わない事業者をネット上に

公表した自治体もあった。これは明らかに「罰」

の付与である。また，東京都は緊急事態宣言に

ともなう休業（酒類を提供している場合）や営

業時間の短縮（酒類を提供しない場合は午後 8

時まで）要請を出しているが，都内では約 2 ％

が要請に応じていないようだ。その中でも店外

に席を設けて「公然と営業し人流を増やしてい

る」飲食店33店に命令を出した（改正特別措置

法45条）。店側が応じなければ，裁判所に過料

を科すべきだと通知する。店側は都に対して

「経営が厳しい」「経営上の必要がある」「感染

対策をしている」などと営業の継続理由を説明

している（『朝日新聞』2021年 5 月18日）。この

店側の言い分も正しい。なぜなら簡単に政府・

自治体の権利行使を認めるわけにもいかない

事情があるからである。事業者側からすると，

政府・自治体の感染症対策への不備，その説明

が不十分な（納得できない）なかでの命令であ

れば，協力するという意欲も削がれ，憲法の「営

業に自由」に抵触しうる，と毒づきたくもなる。

　　札幌市では， 5 月27日まで見回りをした市内

の飲食店 1 万 1 千店のうち99.5％，札幌市以外

の約 4 千店のうち99.9％は要請に応じていた。

要請に応じない78店には個別に通知し，それで

も要請に応じない50店に文書で（店名を公表す

る，過料の負担が発生しうる）行政指導した

（『朝日新聞』2021年 5 月22・30日）。

　　同じく，札幌市では 6 月21日に「緊急事態宣

言」から「まん延等防止重点措置」に切りえら

れ， 7 月11日まで延期された。飲食店は午後 8

時までの時短（酒類の提供は午後 7 時まで）が

要請されていた。道はこれまで，要請に応じて

いない札幌市の40店に対して，「事前通知」を

文書で出した。が，その後も理由なく要請に応

じない39店に命令を出す方針を固めた（『朝日

新聞』2021年 7 月 7 日）。表 7参照。

　　要請に応じず，通常営業を続ける事業者は，

批判は覚悟の上である。でも支援（協力）金だ

けでは従業員や仕入れ業者を守れない，と苦汁

の決断をしている。感染防止対策も徹底し，そ

のための設備にも多額を投資している。たとえ

要請に応じても，支援（協力）金の支払い申請

は煩雑で，かつ支払いは遅れがちであることも

協力しがたい根拠になっている。

2 ．支援（協力）金の原資は「地方創生臨時交付

表７　「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の違い

緊急事態宣言 まん延防止等重点措置

対象地域 都道府県
都道府県内の区域

（区域は知事が指定）

発出の目安 「スタージ 4 」 「ステージ 3 」

期　間
2 年以内

（計 1 年を超えない範囲で延長可）

６カ月以内

（何回でも延長可）

時短や

休業対応

「時短」「休業」ともに

要請と命令が可能

「時短」のみの要請と命令が可能

（休業要請はできない）

対象業種 幅広い業種へ 主に飲食店など

命令拒否の罰則 30万円以下の過料（行政罰） 20万円以下の過料（行政罰）

国会報告
義務付け

（発出・期間延長・区域変更時）

付帯決議に「速やかに報告」と記載

（法的拘束力はなし）

出所。『朝日新聞』（2021）「「まん延防止」から　どう変わる？」 5 月15日を一部，改変した。
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金」として，政府が自治体へ配布する。例えば，

中小企業であれば１店舗当たり，最大10万円。

施設の床面積 1 千平方㍍以上で 1 日当たり20

万円。テナントでは100平方㍍ごとに 2 万円拡

充される。表 8， 9 参照。

3 ．ドーパミンとは報酬系のホルモンである。い

いことがある，褒美がもらえるとドーパミンと

いうホルモンを放出させて，気分が良くなるこ

と。マウスによる実験では，結果でなく期待値

に対して放出されることが解かった。エサをも

らえる確率が 0 ％か100％の場合と比べて，も

らえるかどうかが半々の場合に，ドーパミンは

もっとも多く放出されていた（池上，2020，p.87

参照）。

4 ．これはいわゆる「古典派モデル」である。し

かし，過去のデータを検証しても最低賃金の導

入（設定）が雇用を減らした（失業を増やした）

という証拠はない。その根拠。一定数の雇用が

必要なとき（労働への需要曲線はほぼ垂直にな

る。労働需要の価格弾力性はゼロに近い），最

低賃金が導入されても雇用は減らない。最低賃

金が上がれば，離職率が下がり，採用時の経費

も節約されるので，むしろ雇用が創出されるこ

とも考えられる。また，情報の非対称性や探索

費用を明示的に扱う経済理論（「サーチ理論」）

によれば，求人側も求職側も互いに相手を探し

続けるので，一時的に「摩擦的失業」は発生す

る。このとき最低賃金が引き上げられれば，求

職活動が盛んなり，この失業は減っていくこと

も考えられる（竹内，2021参照）。

5 ．英語では臆病者のことを「チキン」と呼ぶ。

誰しも臆病者とは呼ばれたくないという心理

が働いて，競争・闘争心が著しく激しくなる場

合がある。そういう状況でのゲームをチキン

ゲームと名づけている。

6 ．次の表 3 ― 1 は，表 3 の（協力しない・協力

しない）の利得のみを表 1 のそれに戻したも

のである。表 1 と同じように（10，10）でナッ

シュ均衡し，囚人のジレンマが生じている。

　　ラーメン店とソバ屋の「協力する」確率を計

算してみると， p＝ - 1 / 7， q＝ - 1 / 7となる

（計算例は補論 1を参照せよ）。しかし，確率が

マイナスであったり，「 - 1 / 7」より小さいと

いうことはありえない。この場合は次のような

意味がある。ラーメン店の最適反応について考

える。これは言い換えると， q＝ - 1 / 7のとき

（ソバ屋の「協力する」確率が「 - 1 / 7」より

大きいとき），「協力しない」となる。つまり，ラー

表８　北海道関連の対象地域と支援（協力）金

道

（特定措置区域外）

午後 8 時までの営業時間の短縮（酒類の提供は午後 7 時まで）を要請して

おり，売り上げに応じて， 1 日 1 店舗あたり，中小企業は 2 万 5 千～ 7

万 5 千円，大企業は最大20万円を支払う。

特定措置区域

（札幌市を含む石狩地域の 8 市町村，

小樽市，旭川市）

酒類やカラオケ設備を提供する飲食店には午後 8 時までの営業時間の短縮

を要請しており，協力金は中小企業へは 1 日 4 万～ 10万円，大企業へは

最大20万円を支払う。

床面積 1 千平方㍍以上の大規模集客施設には平日は午後 8 時までの営業時

間の短縮，土日祝日は休業を要請している。施設には 1 千平方㍍ごとに20

万円を基準として短縮した時間に応じた額を，テナントには100平方㍍ご

とに 2 万円を基準とした額を支払う。

対象施設数 1823施設（うち札幌市は1200施設）

出所。『朝日新聞』（2021）「道，最大20万円の協力金　特定措置区域　中小は 4 万～ 10万円」 5 月19日より作成。

表３－１

ソバ屋

（q）協力する （1 - q）協力しない

ラーメン店
　  （p）協力する （12，12） （  9，20）

（1 - p）協力しない （20，　9） （10，10）
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メン店の最適反応が常に「協力しない」をとるこ

とを意味する。ソバ屋についても同じ説明ができ

る。

　計算例。ラーメン店の場合。 q について解いて

みる。

「協力する」ときの期待値； 

「協力しない」ときに期待値；

  

  

　 q は，ソバ屋が「協力する」を選ぶ確率なので，

　協力する　　　

となる。

補論 1。混合ナッシュ均衡の求め方

　表 2 の利得表で説明する。

　ラーメン店；「協力する」を選ぶ確率を p ，「し

ない」を選ぶ確率を(1- p )とする。

　ソバ屋；「協力する」を選ぶ確率を q ，「しない」

を選ぶ確率を(1- q )とする。

　例えば，ラーメン店が「協力する」か「しない」

を実行した場合，両者の期待利得が等しくなる箇

所を考える。この箇所では，ソバ屋が「協力する」

と「しない」を選り分ける分岐点と等しくなる。

ソバ屋についても，同じように考える。

　ラーメン店の場合。

「協力する」ときの期待値； 

「協力しない」ときに期待値；

 

 
　 q は，ソバ屋が「協力する」を選ぶ確率なので，

　　　　　　協力する　　　　

　　　　　　協力しない 

　ソバ屋の場合。

「協力する」ときの期待値； 

「協力しない」ときに期待値；

 

 
　 p は，ラーメン店が「協力する」を選ぶ確率な

ので，

　　　　　　協力する　　　　

　　　　　　協力しない 

　表 4 の利得表で説明する。表 2と同じ計算をす

る。

　ラーメン店の場合。

「協力する」ときの期待値； 

「協力しない」ときに期待値；

 

 
　 q は，ソバ屋が「協力する」を選ぶ確率なので，

　　　　　　協力する　　　　

表９　 3回目の緊急事態宣言の内容

対象の拡大

対象の都道府県

期間， 4 月25日～ 5 月31日

東京・大阪・京都・兵庫・愛知・福岡

（ 5 月16日より追加）北海道・広島・岡山

  （ 5 月23日より追加，期間 5 月23日～ 6 月20日）沖縄県

解除の判断 「ステージ 3 」の指標を目安に総合的に判断する。

主な要請内容

外出移動 不要不急の外出，都道府県間の移動を自粛要請

飲食
酒類，カラオケを提供する飲食店への休業要請　

上記以外の飲食店は午後８時までの営業時間の短縮要請

商業施設
百貨店など大型施設は午後８時までの営業時間の短縮要請

＊知事の判断で休業要請もできる

イベント
上限5000人かつ収容率50％以下で開催要請

＊知事の判断で無観客開催もできる

仕事 テレワークで出勤者 7 割減，実施状況を公表要請

路上・公園 集団での飲酒などに注意喚起や自粛要請

出所。新聞，インターネットなどから作成した。
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　　　　　　協力しない 

　ソバ屋の場合。

「協力する」ときの期待値； 

「協力しない」ときに期待値；

 

 
　 p は，ラーメン店が「協力する」を選ぶ確率な

ので，

　　　　　　協力する　　　　

　　　　　　協力しない 

　表 6 の利得表で説明する。表 2 ，表 4 と同じ計

算をする。

　ラーメン店の場合。

「協力する」ときの期待値； 

「協力しない」ときの期待値；

 

 
　 q は，ソバ屋が「協力する」を選ぶ確率なので，

　　　　　　協力する　　　　

　　　　　　協力しない 

　ソバ屋の場合。

「協力する」ときの期待値； 

「協力しない」ときに期待値；

 

 
　 p は，ラーメン店が「協力する」を選ぶ確率な

ので，

　　　　　　協力する　　　　

　　　　　　協力しない 

補論 2。現実の対応

　実際のところ，「罰」や「褒美」はどの程度，

インセンティブとして機能するのだろうか。命令

に反すれば，過料（「罰」）を科すという（一見）

脅しをかけても，東京都の33の飲食店や札幌市の

10の飲食店のように要請（や命令）に従わない事

業者もいた。また国難ともいえる事態を解消する

ために協力してくれたのだから支援（協力）金を

支払われるのは当然として，他にも（ルールに則

り感染予防を徹底している証として）認証（「褒美」

「お墨付き」）をもらうよりも，むしろ（映画館，

演芸場のように客席側では感染者を 1 人も出して

いないので）平時のように営業させて欲しいとい

う要望もあった。宣言の延長時には，こうした要

望の一部（休業から営業時間の短縮へ）も認めら

れた。

　ワクチン接種は「自己愛」に基づき受けるべき

だ，とも言われた。自己愛は利己心と記してもよ

い。この利己心がひいては社会全体の安心・安全

へとつながるからである。よって，「利他的な共感」

を抱かずに自己愛を重視すべきだろう。この自己

愛を電子マネーの給付とかその他の手段で操作す

る，されるのも如何なものか，まるで接種を市場

取引しているかのように思えるのだが。

　コロナ禍で一番学んだことは何か。それは「言

葉の力」で人間の行動に変容を迫ることの大切さ

である（行動経済学がいう「ナッジ」）。オリンピッ

クの開催の是非を問われるたびに，首相や担当大

臣の口からは「安全安心に万全を期して開催する」

「安全安心の大会に向けて取り組みを進めている」

という言葉が出ていた。しかし「緊急事態宣言」

が発令されるたびに，国民はそんな政治家たちの

言葉も虚しく「信頼」しなくなっていた。そう，「信

頼」とか「安心」の意味を再考する機会を得たの

であった。

　それでは国民が政府（あるいは他者）を「信頼

する」とはどういうことなのか。本文のゲーム論

では，政府は国民から信頼されているという大前

提で説明した。政府はゲームのアンパイアとして

機能していたのである。ただし，政府も人間で構

成される限り，意思決定に失敗する。事実，目に

余る失敗を重ねた。政府はウソをつかない，国民

に善行を施してくれる主体であるとみるのは，国

民にとって政府はつねに利他的に振る舞ってくれ

るという，国民の側からの一方的な思い込みにす

ぎない。それでは「信頼する」とは何か。

　他人を「信頼する」とは，相手の想定外の行動

により，自分が不利益を被るかもしれないという

不確実な環境にいるという前提に立っている。つ

まり人間は「社会的不確実性」の中で生きている。

「にもかかわらず，それでもなお相手はひどい行

動をとらないだろうと信じること，これが信頼で

す。」（伊藤，2021，p.49～50）そして，「社会的

不確実性が存在しない」と感じることができる心

模様のことを「安心」と呼べる（伊藤2021，p.49。

山岸，1999）。

　政府の存在意義は，国民にこうした信頼や安心

を感じてもらえるような社会を構築することであ

る。そのためには，もちろん国民も協力しなけれ

ばならないが。
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　もう一つ学んだことがある。民主主義vs.全体

主義。平時であれば，あらゆることを話し合って

決める民主主義は理想的な社会的意思決定システ

ムである。また，言葉の力によって人間の行動を

変容させられるなら問題はない。しかし，感染症

のまん延を防ぐには一刻の猶予もない。新型コロ

ナウイルスの発祥国である中国での感染封じ込め

政策を見れば，全体主義が手っ取り早いという印

象を受けた。ヨーロッパの国々ではロックダウン

（都市封鎖）を敢行した。日本国内でも不要不急

の外出が要請され，「緊急事態宣言」や「まん延

防止等重点措置」によって私権が制限された。感

染への恐怖，早く終息させたいという国民は，平

時には見られない（許されない）こうした政府の

強行介入も許しがちである。パンデミックという

世界を巻き込んだ災禍を解消しようとするとき，

「経済的な豊かさの享受」と「政治的な不自由の

享受」とは両立しうるのだろうか。この点は今後

の研究課題としたい。

謝辞。本研究は2021年度北星学園大学特定研究費

の助成を受けたものである。

付記。拙稿の理論部分は2021年 6 月ごろには完成

していた。理論だけでは不十分であろうと考え，

現実を加筆しはじめた（東京オリンピックの閉

幕ごろには終息しているだろうという希望を持っ

て）。毎日のように新聞報道されるコロナ禍記事

をスクラップし，本文へ加筆してきた。この作業

を終える目途が立たない。いつまで続くのか，こ

の災禍は。この間，多くの論文と書籍が刊行され

てきた。現実の情報はとどまる所を知らない。ど

こかで加筆作業を終えないと……，膨大な現状報

告になりかねない。そうであっても理論部分はま

だ活かされると自負している。
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